
墨田区監査委員公告第 ６ 号 

 

 

令和４年１０月１８日付けで提起のあった住民監査請求（墨田区

議会議長の報酬返還に関する件）に係る監査結果について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第５項の規定に基づき結果

を公表する。 
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墨田区住民監査請求監査結果 

（墨田区議会議長の報酬返還に関する件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月１３日 

 

墨田区監査委員 

 



 

住民監査請求の監査結果 
 

第１ 請求の受付 

 

 １ 請求人 

   住所 墨田区 

   氏名 Ａ 

  

 ２ 請求書の提出 

墨田区職員措置請求書（令和４年１０月１８日付け。別紙１のとおり。以下

「請求書」という。）は、本件請求に関するインターネット記事等の事実証明書

が添付され、同月１９日に郵送により墨田区監査委員事務局（以下「事務局」

という。）に到達した。 

  

３ 請求書の補正依頼 

   請求書に記載すべき事項に漏れ等があるため、令和４年１０月２４日付けで、

監査委員から請求人に対し補正を依頼した。 

  

 ４ 補正書の提出 

（１）補正書（令和４年１０月２７日付け。別紙２のとおり。以下「補正書１」

という。）は、同月３１日に郵送により事務局に到達した。 

（２）補正書（封筒に令和４年１１月３日の記載あり。別紙３のとおり。以下「補

正書２」という。）は、同日に墨田区役所夜間休日受付に提出され、同月４日

に事務局に到達した。 

  

５ 請求書の内容 

   請求書、補正書１及び補正書２の趣旨は、概ね次のとおりである。 

（１）「だれが」「いつ、どのような財務会計上の行為を行っているのか」 

主張①墨田区長が、墨田区議会議長の木内清氏が議長としての職責を果た

していないことがマスコミ報道・区議会ホームページ上で明確に確認されて

いるにも関わらず、同氏に対して議員報酬を支給している。 

（２）「その行為は、どのような理由で違法又は不当であるか」 

主張②墨田区議会基本条例第９条には、「議長は、公正に職務を遂行すると

ともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければ

ならない」とあるが、木内議長は、これに反し、議会当日に正当な事由なく

退席し、議長としての職務を果たしていないことが区議会ホームページで確
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認できている。社会通念上、職務を全うしない議長に対して報酬を与える行

為は、不当である。 

（３）「その行為により、どのような損害が生じているのか」 

ア 主張③木内議長が議会を進行すべき職責を全うしないことは、区民等へ

の福祉増進を図る機会を損失させている。 

イ 主張④木内議長には、議長任期について変更を提起する機会は何度もあ

ったはずだが、議会改革を行わず、報酬目当てと見られても仕方ない議長

を続投していることは、アのとおり区民への不利益である。 

ウ 主張⑤木内議長が主宰すべき各派交渉会を欠席していることは、議長の

職責を果たしているとは言えず、アのとおり区民への不利益である。 

エ 主張⑥マスコミ各社から、木内議長の区議会の退席行為等が報道され、

社会に与える影響がよろしくない状況である。 

（４）「どのような措置を請求するのか」 

主張⑦木内議長が議会を退席した日数、各派交渉会を欠席した日の相当分

の報酬を議長の報酬（９１３，０００円）から返還させるべきである。 

 

６ 請求の要件審査 

本件は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４

２条第１項による住民監査請求の要件を備えているものと認め、令和４年１０

月１９日付けで請求書を受理し、監査を実施した。 

 

第２ 監査の実施 

 

 １ 監査対象事項 

本件監査請求に係る監査対象事項は、請求書、補正書１及び補正書２に記載

されている請求の趣旨を勘案し、次のとおりとする。 

 （１）木内議長は、本会議を正当な理由なく退席し、各派交渉会を欠席しており、

議長としての職務を果たしていない。職務を全うしていない議長に対して、

区長が議員報酬を支給していることは不当である。（主張①及び主張②部分） 

（２）こうした行為により、区民の福祉増進を図る機会が損失しており、区民の

不利益であり、マスコミ報道により社会に与える影響がよろしくない状況で

ある。（主張③、主張④、主張⑤及び主張⑥部分） 

（３）したがって、木内議長が本会議を退席した日、各派交渉会を欠席した日の

相当分の報酬について、区長は議長の報酬月額（９１３，０００円）から返

還させるべきである。（主張⑦部分） 
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２ 監査対象部局 

   区議会事務局 

 

 ３ 請求人からの証拠の提出及び請求人の陳述 

（１）証拠の提出 

請求人に対して、請求書の補正依頼の際に、法第２４２条第７項の規定に

基づき、令和４年１０月２４日付けで証拠の提出の機会を与えた。 

請求人からは、補正書１の提出の際に、令和４年度定例会６月議会におけ

る木内議長の不信任動議に係る「議決議案等と各議員の賛否の状況」及び会

議録の一部の提出があった。 

なお、請求人からは本件報酬が実際に支出されたことを示す証拠書類は提

出されなかったが、監査対象部局に関係書類の提出を求めることができるた

め、この事実証明に係る資料の追加提出は請求人に求めなかった。 

（２）請求人の陳述 

請求人からは、請求書の提出時に「陳述は希望しない」旨が文書で提出さ

れた。請求人の陳述は法第２４２条第７項によるものであり、請求人が希望

すれば開庁時間以外の日時における対応や代理人による陳述も可能である

旨を事務局から伝えたが、請求人の意向に変更はなかったため陳述の機会は

設けなかった。 

 

 ４ 監査対象部局の弁明及び関係職員の陳述 

（１）弁明書 

    令和４年１１月８日、法第１９９条第８項の規定に基づき、監査対象部局

である区議会事務局に対して弁明書及び証拠書類の提出を求めた。さらに、

同月１７日、関係書類の提出を求めた。同月１８日に提出された弁明書（別

紙４）の趣旨は、概ね次のとおりである。 

 ア 請求人の主張①の「墨田区議会議長の木内清氏が議長としての職責を果

たしていない」については、昨今のマスコミ報道等を捉えた率直な意見と

して、重く受け止めている。この間の議会運営に係る状況については、議

事機関としての区議会の規律上の問題であることから、区議会の自律的な

解決（正常化）に委ねるのが原則であるが、今後、区政運営に支障が生じ

るおそれがある場合は、区を統括する首長として、必要な改善を区議会に

求めていく。 

 イ 請求人の主張②及び主張⑦のうち、「退席」及び「欠席」の部分について

は、事実の一端として認める。なお、請求人の主張②の「議長としての責

務を果たしていない」については、木内議長の「退席」及び「欠席」によ
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り区議会における議案等の審議に著しい遅延等の支障は生じておらず、区

政運営への支障もない以上、木内議長が職務を果たしているかどうかの判

断は、議事機関である区議会が内部における規律上の問題として自律的に

決定すべき事項であることから、不知とする。 

ウ 請求人の主張③については、木内議長が職務を全うしていないかどうか

はイのとおり区議会内部における規律上の問題であることから不知である

ほか、これまで区議会における議案等の審議に著しい遅延等の支障は生じ

ておらず、区政運営への支障もないことから、区民の福祉増進の機会を損

失させているとまでは認められない。また、議長の職務には議会（本会議

等）運営のほか、決裁事務、区議会代表としての公式行事等への出席・あ

いさつ、特別区議会議長会での職務等があるが、これらの一定の職務を遂

行している。 

エ 請求人の主張④については、木内議長に対する評価はイのとおり不知で

あるほか、木内議長の言動に起因した具体的な損失の発生や不利益が生じ

ているとまでは認められない。 

オ 請求人の主張⑤については、木内議長が職務を果たしていないかどうか

はイのとおり不知であるほか、木内議長の欠席により各派交渉会の議事運

営に著しい遅延等の支障が生じた事実や具体的な不利益が生じているとま

では認められない。 

カ 請求人の主張⑥については、マスコミ報道による世論への影響は否定で

きないが、区民を含む社会の受け止め方は様々であり、墨田区に対して一

定の批判的な世論が形成されるまでの状況には至っていないことから、「社

会に与える影響がよろしくない」との評価は客観性を欠いている。 

 キ 請求人の主張⑦については、区議会議員の報酬は、「墨田区議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例」（昭和３１年墨田区条例第１７号。以

下「報酬条例」という。）第２条別表において議長報酬の月額が定められて

おり、これに基づき証拠書類として提出した支出命令に関する決裁文書の

写し及び例月給の支出に関する書類のとおり、適正に報酬の支出を行って

いるところである。一方、議員報酬の減額については、報酬条例第２条の

２第１項により「連続して１８０日を超えて本会議及び委員会を欠席した

場合」に限られていることから、本件の場合、この要件には該当せず、ま

た、他に議員報酬の減額を定める法令はない。以上のことにより、本件公

金の支出に違法不当な点はない。なお、木内議長が墨田区議会基本条例第

９条に規定する議長の職務を遂行しているかどうかの判断については、議

事機関である区議会が内部において、規律上の問題として自律的に決定す

べき事項であることから、不知とする。 
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 ク 以上のことから、本件請求を棄却するとの決定を求める。 

（２）関係職員の陳述 

令和４年１１月２４日、法第１９９条第８項の規定に基づき、関係職員で

ある区議会事務局長及び次長から請求に対する監査対象部局の見解について

陳述を聴取した。その際、弁明を補足する新たな陳述はなかったが、監査委

員からの質問における主な陳述は、次のとおりである。 

また、同日の陳述聴取の際に、木内議長が欠席し、又は退席した会議体の

名称と日付が分かる関係書類の追加提出を求めた。 

ア 木内議長に対しては、令和４年度定例会６月議会（令和４年６月１３日）

において「議長不信任動議」が、同９月議会（同年９月３０日）において

「議長辞職勧告決議」がそれぞれ可決されている。議長の任期については、

法では「議員の任期による」（第１０３条第２項）とされており、今期の議

員の任期は、令和５年４月３０日までである。しかし、墨田区議会では、

これまで議長は概ね１年間で辞職する慣例がある。木内議長は、令和３年

度定例会招集議会（令和３年５月２７日）において議長に選出されたが、

今般、その慣例によらず辞職しないという異例の対応がその背景にある。

なお、当該動議及び決議には、法的拘束力はない。 

イ 木内議長からは、自らが出席することによる混乱を避けるためと思われ

るが、各派交渉会、委員会等の欠席届が提出されているほか、本会議も開

会冒頭や途中で退席している。議長の委員会出席には、委員として出席す

る場合と委員となっていない委員会に法第１０５条に基づき特別出席者と

して出席し発言する場合があるが、これほど頻繁に本会議を退席し、特別

出席者として委員会を欠席していることは、異例の事態である。 

ウ 各派交渉会は、各会派間の連絡調整を図り、議会の円滑な運営を期する

ことを目的として設けられた議会内部の会議体であり、議長が招集・主宰

し協議する場である。木内議長は、現在各派交渉会を招集しているものの

欠席しているため、副議長が主宰している。各派交渉会における協議内容

については、区議会事務局から木内議長に事後報告している。 

エ 弁明書において「木内議長の「退席」及び「欠席」により区議会における

議案等の審議に著しい遅延等の支障は生じておらず」としているのは、議

長の出席をめぐり本会議や委員会の開会時間が長くなることはあっても、

議決行為が滞るような事態にはなっていないためである。なお、本会議を

木内議長が退席したときは、副議長がその席に着き職務を代行している。

木内議長が特別出席者として欠席した委員会では、副議長が出席し職務を

代行している。ただし、副議長が委員となっている委員会には、特別出席

者たる議長が欠席しているため、特別出席者が不在の状況である。 
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また、「区政運営への支障もない」としているのは、予算の執行、条例の

施行、契約の締結などには、支障は生じていないためである。 

オ 議員報酬の支払については、総務部に併任されている区議会事務局長が

年度内の支出決定を行うとともに、同じく併任されている区議会事務局次

長が一月ごとの支出命令書の決定を行っており、支払者は区長である。 

  

第３ 監査の結果及び理由 

 

 １ 監査の結果 

   本件請求を棄却する。 

 

 ２ 理由 

（１）関係法令の確認 

ア 議員報酬の支給 

地方公共団体の議員報酬については、地方公共団体は議員に対し議員報

酬を支給しなければならない（法第２０３条第１項）、議員報酬の額及びそ

の支給方法は条例で定めなければならない（同条第４項）とされている。 

その規定を受けて、報酬条例において、墨田区議会議員の報酬月額を定

めており、議長が９１３，０００円、副議長が７８４，０００円、委員会

委員長が６４９，０００円、同副委員長が６２６，０００円、その他の議

員が６０７，０００円（第２条・別表）とされている。また、その職に就

いた日からそれぞれ議員報酬を支給する（第３条第２項）とされている。 

ただし、「墨田区議会議員の議員報酬の特例に関する条例」（令和４年墨

田区条例第４４号）により、令和４年１２月１日から、議長の議員報酬の

月額は、その他の議員の議員報酬の月額に相当する額とされている。 

イ 議員報酬の減額 

  報酬条例において、議員が連続して１８０日を超えて本会議及び委員会

を欠席した場合は、当該議員の議員報酬を減額して支給する（第２条の２

第１項）とされている。 

（２）事実関係の確認 

   ア 木内議長への議員報酬支払 

令和４年度の１１月分までの議員報酬は、令和４年４月１日付け４墨議

第１４号「令和４年度 墨田区議会議員報酬等の支出について」（別紙５）

及び毎月の支出命令書（別紙６及び別紙８）により、区長が支出している。

木内議長に対しては、毎月、報酬条例の規定どおり９１３，０００円が支

払われている。 
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   イ 木内議長の欠席及び退席状況 

木内議長が令和４年５月から１１月までの間に開会された各派代表者

会、各派交渉会、委員会及び本会議を欠席・退席した状況は、木内議長の

欠席届（別紙７）及び「木内議長の議会欠席又は退席状況」（別紙９）のと

おりである。 

（ア）各派代表者会及び各派交渉会は、欠席している。 

（イ）委員会については、法第１０５条に基づく特別出席者としては欠席し

ているが、自ら委員となっている委員会には出席している。 

（ウ）本会議は、開会冒頭や途中で退席しているが、欠席ではなく出席とし 

て扱われている。 

（３）判断 

区長は、法及び報酬条例の規定に基づき、議員がその職に就いた日から同

条例に定められた額の議員報酬を毎月支給しなければならない。かつ、議員

報酬を減額するのは、報酬条例第２条の２第１項に規定する「連続して１８

０日を超えて本会議及び委員会を欠席した場合」に限られている。 

木内議長が欠席している各派代表者会及び各派交渉会は、議会内部の会議

体であり「本会議及び委員会」には該当しない。委員会における特別出席者

としての欠席が「欠席」に当たるかどうかは疑義があるものの、この間開会

された自らが委員となっている委員会及び本会議には出席している。こうし

たことから、「連続して１８０日を超えて」欠席した状況になく、報酬減額の

要件には該当しない。 

また、報酬条例第２条の２第１項に定める事由以外に報酬を減額する法令

や区長に裁量を認めた規定が存在しない以上、請求人の主張①及び主張②の

木内議長の職責や職務に係る部分並びに主張③、主張④、主張⑤及び主張⑥

は、報酬減額の理由とはならない。 

したがって、請求人の主張①及び主張②に係る木内議長に報酬条例の規定

どおり月額９１３，０００円の報酬を支出した区長の行為については、法及

び報酬条例の規定に違反するところはなく、適正に執行されているものと言

える。 

以上のことから請求人の主張⑦には、理由がないものと認める。 

 

（参考資料） 

１ 請求書（別紙１） 

２ 補正書１（別紙２） 

３ 補正書２（別紙３） 

（注）１及び２に添付された事実証明書及び証拠書類の添付は、省略する。 
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４ 弁明書（別紙４） 

５ 証拠書類（弁明書に添付されたもの） 

（１）支出原議「令和４年度 墨田区議会議員報酬等の支出について」（別紙５） 

（２）支出命令書（令和４年５月分～１０月分）（別紙６） 

（注）「墨田区議会基本条例」及び「墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等

に関する条例」の添付は、省略する。 

６ 関係書類（区議会事務局から提出されたもの） 

（１）木内議長の欠席届（別紙７） 

（２）支出命令書（令和４年１１月分）（別紙８） 

（３）木内議長の議会欠席又は退席状況（別紙９） 

（注）令和４年度５月臨時会、令和４年度定例会６月議会、同９月議会及び同

１０月緊急議会の会議録（一部）の添付は、省略する。 

 

（参考法令） 

１ 地方自治法（抜粋）及び墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例（抜粋） 
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9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57
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参考法令 

 

○地方自治法（抜粋） 

 

（議員報酬及び費用弁償） 

第 203 条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しな

ければならない。  

２ 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受

けることができる。  

３ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給する

ことができる。  

４ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを

定めなければならない。 

 

○墨田区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（抜粋） 

 (通則) 

第 1 条 墨田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当については、この

条例の定めるところによる。 

 (議員報酬) 

第 2 条 議会の議長、副議長、委員会委員長、同副委員長及びその他の議員(第

3 条において「議長等及び議員」という。)の議員報酬は、別表のとおりとする。 

 (議員報酬の減額) 

第 2 条の 2 議長、副議長、委員会委員長、同副委員長又はその他の議員(以下

「議長等又は議員」という。)が連続して 180 日を超えて本会議及び委員会を

欠席した場合は、前条の規定にかかわらず、当該議長等又は議員の議員報酬を減

額して支給する。 

2 前項の規定により支給する議員報酬の月額は、別表に定める議員報酬の月額

から、当該議長等又は議員が本会議又は委員会(以下この項及び次項において「会

議」という。)を欠席した日から当該欠席後最初に会議に出席した日の前日まで

の期間(以下「欠席期間」という。)の区分に応じて、同表に定める議員報酬の月

額に次の表に定める減額の割合を乗じて得た額を減じた額とする。 

 

欠席期間  減額の割合 

180 日を超え 365 日以下の場合 100 分の 20 

365 日を超える場合 100 分の 50 

 

3 前項の規定は、欠席期間が 180 日を超える日の属する月の翌月(その日が月

の初日であるときは、その日の属する月)から、当該欠席後最初に会議に出席し
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た日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)まで

適用する。 

 (議員報酬の支給方法) 

第 3 条 議員報酬は、月の初日から末日までの期間を単位として、毎月分の議

員報酬をその月の末日までに支給する。 

2 議長等及び議員には、その職に就いた日からそれぞれ議員報酬を支給する。 

3 議長等及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職

を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。 

4 議長等及び議員が死亡によりその職を離れたときは、その月の末日まで議員

報酬を支給する。 

 

別表 

区分 議員報酬の月額 

議長 913,000 円 

副議長 784,000 円 

委員会委員長 649,000 円 

同 副委員長 626,000 円 

その他の議員 607,000 円 

 

60


